様式第２号(第７条・第12条関係)


誓　　約　　書

　私は、山北町定住促進事業実施要綱(以下「要綱」という。)の規定により住宅取得助成金・空家活用助成金の交付申請をするに当たり、次の事項について誓約します。
１　戸建住宅または空家を取得した場合、転入または転居の日から10年以上継続して居住すること。
２　空家を売家として活用する場合、山北町空家等情報登録制度の規定に基づき、申請日から10年以上(空家が売買契約により所有権の権利異動に伴い、登録取消しがされる場合は、登録取消日まで)売家として登録すること。
３　空家を賃貸として活用する場合、申請日から10年以上継続して山北町空家等情報登録制度の規定に基づき、貸家として登録及び賃貸契約等に基づき、空家へ入居した者が契約解除等により退去したときは、貸家として再度登録すること。
４　定住に当たり、山北町の生活文化、自然環境等への理解を深め、居住者としての自覚を持ち、よりよき地域住民となること。
５　交付を受けた住宅取得助成金・空家活用助成金について、要綱の規定により返還を命ぜられた場合は、速やかに返還すること。
　
　　　　　　年　　月　　日
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